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１．原子力発電所のしくみと
泊発電所の概要
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原子力発電のしくみ

・原子力発電も火力発電も、蒸気でタービンを回して発電するという点では同じです。

・異なる点は蒸気のつくり方であり、火力発電が石炭・石油などを燃やして蒸気をつくる
のに対し、原子力発電はウランが核分裂する時に発生する熱を利用して蒸気をつくります。

蒸気

水

タービン 発電機

変圧器

循環水
ポンプ

冷却水（海水）
放水路へ

復水器

原子炉

原子力発電

火力発電

石炭、石油の燃焼

ウランの核分裂
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核分裂のしくみ

出典：FEPC INFOBASE

・核分裂しやすいウラン（ウラン235）が中性子を吸収すると核分裂反応が起こり、
熱エネルギーと新たな中性子を放出します。

・この中性子が次々と核分裂しやすいウランに吸収されると、核分裂反応が連続して起こり
ます。

・原子力発電所では中性子をコントロールし、核分裂の数を一定に保って運転しています。



55

原子力発電所の種類

・沸騰水型（BWR）では、原子炉の中で直接蒸気を発生させタービンを回します。

・加圧水型（PWR）では、原子炉の中で発生した高温高圧の水（1次冷却水）を蒸気発生器
に送り、そこで、別の系統を流れている水（２次冷却水）を蒸気に変えてタービンを回す
点が大きく異なります。

沸騰水型（BWR）
・ 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 な ど の

タイプ。

・構造はシンプルだが、原子炉内で
発生した放射性物質を含む蒸気が
直接タービンや復水器に入るため、
放射線管理が必要な範囲が広い。

加圧水型（PWR）
・泊発電所などのタイプ。

・加圧器や蒸気発生器などの機器が
増えるが、原子炉内の水は蒸気発
生器で分離されており、タービンや
復水器に流れないため※、放射線
管理の必要な範囲が少なくてすむ。

※１次冷却水中で生成されたトリチウムが蒸気
発生器の金属を透過してくるため、２次冷却水
中にも微量のトリチウムが含まれているが、環
境への放出にあたっては、法令で定められた規
制値を十分に下回ることを確認している

タービン

発電機

復水器

冷却水
(海水)

原子炉

蒸気

水

ポンプ

タービン

発電機

復水器

冷却水
(海水)

蒸気

水

原子炉

蒸気発生器

加圧器

原子炉
圧力容器

原子炉容器

原子炉格納容器

放水路へ

放水路へ
冷却水

（海水）

２次冷却水

１次冷却水
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原子力発電所の基本的な安全対策

・原子力発電所では、核分裂に伴い熱エネルギーだけでなく、様々な放射性物質が生成され
ます。これらの影響を周辺環境や住民におよぼさないことを基本に、多重・多様な安全
対策を講じることで安全確保に努めています。

≪原子力発電所の安全を守る基本機能≫

・配管が破断して冷却水が漏えいした堲合や、大きな地震が発生するなど異常を検知すると、
核分裂反応を止めるために、制御棒を自動的に挿入し、原子炉を緊急停止します。 【止める】

・原子炉停止後も、核分裂に際して生成された核分裂生成物（P4参照）が継続して熱を発生
するため、水を注入・循環させて燃料を冷却し、燃料の損傷を防ぎます。 【冷やす】

・さらに、放射性物質が外に出ないよう頑丈に囲んでいます。 【閉じ込める】

加圧水型（ＰＷＲ）の
基本的な安全対策

鋼鉄製の気密性の高い
容器で万一の事故時に
放射性物質が外へ出る
ことを防ぎます

原子炉格納容器の内圧
が上昇した場合に水を
ス プ レ イ し 圧 力 上 昇 を
抑えます

非常用炉心冷却装置
（ＥＣＣＳ）

主配管が破断して急に
水が減った場合は、高圧
注入系、低圧注入系、お
よび動力ポンプが不要な
蓄圧注入系から水を送り、
原子炉を冷やします。
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泊発電所の概要

1号機 2号機 3号機

定格電気出力 57万9千kW／基 91万2千kW

原子炉の型式 加圧水型

着工年月 昭和59年8月 平成15年11月

営業運転開始年月 平成元年6月 平成3年4月 平成21年12月

1号機

2号機

3号機

・泊発電所は、平成元年の１号機運転開始以降、地域の皆さま方のご理解のもと、安全第一
の発電所運営に努めてまいりました。

・運転開始以降、平成２２年度末までの累計設備利用率は８０％を超えています。全国平均
（約７０％）を上回る良好な運転実績となっており、低廉かつ安定した電力供給に貢献
しています。
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２．福島第一原子力発電所事故の
概要と新規制基準
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原子炉
格納容器 原子炉

圧力容器

原子炉建屋

福島第一原子力発電所事故の概要

出典：原子力規制委員会「実用発電用原子炉に係る新規制
基準について －概要－」より抜粋（一部当社追記）

・福島第一原子力発電所では、地震に対して原子炉は設計どおり自動停止し、原子炉を「止める」
ことには成功しました。しかし、その後に発生した巨大な津波により、所内電源（下図②）など
の機能が喪失したことで、炉心(燃料)を継続して「冷やす」ことができませんでした。

・そのため、炉心(燃料)が損傷し、溶融した燃料の金属が周りの水蒸気と化学反応し、水素が発生。
原子炉格納容器から漏れ出た水素が原子炉建屋へ流れ込み、水素爆発が発生しました。

・これにより放射性物質を「閉じ込める」こともできませんでした。
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福島第一原子力発電所事故の進展を踏まえた新たな規制基準

出典：原子力コンセンサス２０１５より抜粋（一部当社追記）

・平成25年7月に施行された原子力発電所に係る新規制基準には、福島第一原子力発電所
事故の検証を通じて得られた教訓が反映されています。

長時間の
電源喪失の防止 地震や津波に対する

耐性強化

地震発生

原子炉停止

外部電源喪失

非常用ディーゼル発電機
／炉心（燃料）冷却系起動

津波発生

非常用ディーゼル発電機ならびに
直流電源（蓄電池）喪失

（全電源喪失）

炉心（燃料）冷却機能喪失

炉心(燃料)損傷・水素発生

格納容器破損、原子炉建屋への漏えい

原子炉建屋の水素爆発

環境への大規模な放射性物質の放出

著しい炉心(燃料)
損傷防止

非常用電源および炉心
（燃料）冷却機能の強化

格納容器破損防止

放射性物質の
拡散抑制

通信・監視機能
不全など

状態把握・プラント
管理機能の強化

福島第一原子力発電所事故の事象の進展

≪対策≫ ≪対策≫
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新規制基準のイメージ

・新規制基準は、従来の安全対策である「耐震・耐津波性能」「設計基準」を大幅に強化
するとともに、これまで事業者の自主的な取組みであった「重大事故対策」を義務化する
ことなどにより、さらなる安全性の向上を目指すものです。

設
計
基
準

自然現象に対する考慮

火災に対する考慮

電源の信頼性

その他の設備の性能

耐震・耐津波性能

テ
ロ

対
策 意図的な航空機衝突への対応

重
大
事
故
対
策

放射性物質の拡散抑制対策

格納容器破損防止対策

炉心損傷防止対策
（複数の機器の故障を想定）

設
計
基
準

内部溢水に対する考慮（新設）

自然現象に対する考慮
（火山・竜巻・森林火災を新設）

火災に対する考慮

電源の信頼性

その他の設備の性能

耐震・耐津波性能

重大事故対策は事業者の
自主的な取組み

＋

【従来の規制基準】 【新規制基準】

原子力規制委員会公表資料などをもとに当社作成

新
設

強
化
ま
た
は
新
設

強
化
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３．泊発電所における新規制基準
適合性審査の対応状況
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新規制基準適合性審査の対応状況

・平成２５年７月、泊発電所１，２，３号機の新規制基準への適合性審査を受けるため、
「原子炉設置変更許可」、「工事計画認可」、「保安規定変更認可」を一拢して国（原子力
規制委員伒）に申請しました。

・現在、３号機の審査対応を優先しており、主に「原子炉設置変更許可申請」について、
同委員伒による審査を受けています。

申請書名 記載内容

① 原子炉設置変更許可
（基本設計）

原子炉施設の位置、構造および設備に関する事項、重大
事故等対策の基本的な設計方針や、重大事故等への
対策が有効に機能するかなどの評価結果、地震や津波と
いった自然現象の想定などを記載

② 工事計画認可
（詳細設計）

原子炉設置変更許可申請において記載した設備等に
関する詳細設計（仕様、構造、耐震強度など）を記載

③ 保安規定変更認可
（運転管理、体制）

重大事故等対策に係る体制および設備の運転管理等を
記載
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これまでの動き 今後の予定（イメージ）

３
号
機
の
新
規
制
基
準
適
合
性
審
査

原
子
炉
設
置
変
更
許
可

工
事
計
画
認
可

変
更
認
可

保
安
規
定

泊発電所

再稼働
（発電再開）

使用前検査※2

起動
操作

試運転

３号機の今後の新規制基準適合性審査の流れ

・平成27年12月にこれまでの審査において大きな課題となっていた基準地震動がおおむ
ね了解され、現在、原子炉設置変更許可に係る残りの審査項目について対応しています。

・今後の審査においても、引き続き真摯に対応していきます。

審査対応

現在

審 査

審査書案
作成

パブリックコメント
許可手続き

補正書提出※1

許可

補正書提出

審 査

認可

審 査

認可

安全対策工事（追加の耐震補強工事など）

新たな基準地震動による
耐震性評価など

補正書提出

原子炉設置変更
許可申請
（H25.7）

工事計画認可申請
（H25.7）

保安規定変更認可
申請（H25.7）

※1：設備の設計のもとになる基準地震動
や基準津波などに関する審査会合で
の指摘を踏まえ、変更・追加した内容
を補正書として提出

※2：認可を受けた工事計画どおりに工事が
行われているかなどについて、国が確認

補正書作成
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４．泊発電所における安全対策
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強
化

新規制基準を踏まえた泊発電所の安全対策

・新規制基準を踏まえ、泊発電所において主に以下の安全対策を講じております。

【新規制基準】

新
設

強
化
ま
た
は
新
設

地震対策※ P18～21

津波対策 P22～25

重大事故等発生時の対応 P37～38

電源確保対策 P30～31

森林火災対策 P26

竜巻対策 P27

火山対策 P28

放射性物質の環境への拡散抑制対策 P36

可搬型設備を中心とした対策
特定重大事故等対処施設（5年猶予、準備中）

原子炉格納容器内水素対策 P35

【泊発電所の主な安全対策】

内部火災対策 P34

内部溢水対策 P34

テ
ロ

対
策 意図的な航空機衝突への対応

重
大
事
故
対
策

放射性物質の拡散抑制対策

格納容器破損防止対策

炉心損傷防止対策
（複数の機器の故障を想定）

設
計
基
準

内部溢水に対する考慮（新設）

自然現象に対する考慮
（火山・竜巻・森林火災を新設）

火災に対する考慮

電源の信頼性

その他の設備の性能

耐震・耐津波性能

炉心（燃料）等冷却対策※ P32～33

※印の項目については、参考資料にも記載があります
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４．泊発電所における安全対策
（１）自然現象への対策

・福島第一原子力発電所の事故の直接的な原因は、津波によってすべての電源が
喪失し、炉心（燃料）を冷却できなくなったことですが、新規制基準では、津波
に加え地震、森林火災、竜巻などの自然現象の想定の大幅な引き上げ（より
一層の厳しい基準）とそれを考慮した安全対策の強化が求められています。
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地震対策（基準地震動とは）

一般の建物

原子力発電所

硬い地盤は揺れの影響を受けにくく、原子力発電所は
岩盤上に直接建設しているため、表層地盤に比べて
揺れが小さくなる

岩盤上の揺れ（基準地震動）

・地震により炉心（燃料）損傷などの重大事故を起こさないような各種安全対策を実施する
（耐震設計）ため、想定される地震による最大の揺れを適切に評価する必要があります。

・この原子力発電所の耐震設計を行うにあたり、想定する地震の揺れの大きさを「基準地震動」
といいます。

・地震による揺れの大きさは、震源からの距離、地盤の硬さなどによって決まるため、原子
力発電所の立地条件により異なります。

・このため、基準地震動の策定にあたっては、立地する敷地に大きな影響を不える様々な
地震を抽出した上で、地震の規模の想定などに関し、厳しい条件を設定しています。

軟らかい地盤は、
揺れの影響を受け
やすく、表層地盤
では揺れが増幅

表層地盤上の揺れ(赤)
（黒：岩盤上の揺れ）

地震による揺れ（イメージ）
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地震対策（基準地震動策定の流れ）

基
準
地
震
動

耐
震
性
評
価

①敷地ごとに震源を
特定して策定する
地震動

②震源を特定せず
策定する地震動

各種調査（文献調査や
ボーリング調査）により、
震源の位置や規模が特定
できる地震のうち、発電
所に不える影響の大きい
地震を選定

各種調査を行っても震源
の位置や規模の特定が困
難な地震の発生可能性を
考慮（審査ガイドで示さ
れた全国16の地震の中か
ら選定）

揺
れ
の
大
き
さ
を
評
価

・新規制基準においては、基準地震動の策定にあたり、２つの観点からの検討が求められて
います。

・まず、敷地周辺の地質等に関する詳細な調査を実施したうえで、発電所周辺に存在する
活断層において地震が起きた堲合の発電所への揺れの大きさを評価する必要があり、
これを「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」といいます。

・また、敷地周辺の地質等に関する詳細な調査を実施しても、なお敷地近傍において発生
する可能性のある内陸の地震全てを事前に評価しうるとは言い切れないことから、事前に
活断層の存在が確認されていなかった堲所で発生した地震の観測記録をもとに発電所に
おける揺れの大きさを評価する必要があり、これを「震源を特定せず策定する地震動」と
いいます。
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⑫
②

④
⑭ ①

⑮

⑨

⑦⑧

⑥

⑬

⑲

⑪

⑩

泊発電所 ⑯

⑱

⑰

⑤
③

地震対策（地震の想定）

泊発電所

留萌支庁南部地震
（2004年）

岩手・宮城内陸地震
（2008年）

≪震源を特定せず策定する地震動≫≪敷地ごとに震源を特定して策定する地震動≫

・「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」については、泊発電所周辺の活断層による
地震の揺れを評価した結果、④⑤⑥「Fs－10断層～岩内堆東撓曲～岩内堆南方背斜に
よる地震」および⑰「尻別川断層による地震」による揺れが泊発電所に不える影響が
大きいことから基準地震動として選定しました。

・「震源を特定せず策定する地震動」については、審査ガイドで示された全国16の地震の
うち、「岩手・宮城内陸地震」および「留萌支庁南部地震」による揺れを基準地震動と
して選定しました。

①神威海脚西側の断層

②FD－１断層

③岩内堆北方の断層

④Fs－10断層

⑤岩内堆東撓曲

⑥岩内堆南方背斜

⑦Fs－12断層

⑧寿都海底谷の断層

⑨神恵内堆の断層郡

⑩FA－1断層

⑪FA－1´断層

⑫ FA－2断層

⑬ FB－2断層

⑭ FB－3断層

⑮ FC－1断層

⑯赤井川断層

⑰尻別川断層

⑱目名付近の断層

⑲黒松内低地帯の断層
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主給水配管

補強を実施

・「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」および「震源を特定せず策定する地震動」
の揺れの大きさを評価した結果、申請時の基準地震動に加え、新たに8つの基準地震動を
追加しました（最大加速度は申請時の550ガルから620ガルに引き上げ）。

・現在、新たな基準地震動に基づく耐震性評価を実施しており、補強等が必要な設備に
ついて、随時耐震補強工事を実施し、新たな基準地震動による揺れに耐えられるように
しています。

地震対策（新たな基準地震動および耐震補強）

・地震の大きさを表す指標としては、震度（観測地点における揺れの大きさ）やマグニチュード（地震そのものの規模）
が一般的ですが、原子力発電所の耐震設計にあたっては、加速度（単位：ガル）という指標を用います。

≪耐震補強工事の例≫

地震名 マグニチュード 泊発電所における観測値

1993年北海道南西沖地震 Ｍ７．８ ５４ガル
（参考）泊周辺の震度 震度５：寿都、小樽 震度４：倶知安

※地震対策に関する詳細な内容は
参考資料Ｐ50～59に記載

主蒸気配管

補強を実施
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津波対策（津波対策の考え方）

※2 今後、基準津波による最大水位上昇量に潮位等を考慮した津波高さ（最高水位）を審査会合において説明予定

・新規制基準では、原子力発電所に大きな影響を及ぼすおそれのある最大規模の津波を
「基準津波」として策定することが求められています。

・策定した基準津波によって敷地が浸水しないよう対策（防潮堤など）を実施するほか、
引き波の発生によって機器等の冷却に必要な海水の取水に支障をきたさないことなどを
考慮して、対策を実施する必要があります。

※1 T.P.：東京湾平均海面

基準津波による最大水位下降量

基準津波
（数キロ沖合いで定義）

基準津波による最大水位上昇量※2

泊発電所

原子炉補機冷却
海水ポンプ

T.P.※1 ０ｍ

原子炉補機冷却海水ポンプ

防潮堤

津波対策のポイント
・敷地内の開口部を含め、敷地に浸水しないこと
・引き波の発生でも取水に影響しないこと
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津波対策（基準津波の波源位置）

松前海台

海洋海山

北海道西方沖

北海道南西沖

青森県西方沖

奥尻海脚

後志海山

北海道北西沖

泊発電所

日本海東縁部に想定される地震による津波（想定波源の長さ：320km）

陸上地すべりによる津波（川白）

日本海東縁部に想定
される地震による津波

川白の陸上地すべり
による津波

同時発生

敷地前面最大
水位上昇量

8.15m 7.69m 12.63m

３号機取水口
最大水位下降量

－7.50m －4.18m －7.82m

※地震以外の要因による津波として、海底火山の山体崩壊、陸上
地すべり、岩盤崩壊、海底地すべりによる津波発生を考慮し、その
中から最も影響の大きい「川白の陸上地すべり」による津波と日本
海東縁部に想定される地震による津波の同時発生を基準津波
として選定

・平成25年7月の申請時には、基準津波による泊発電所の敷地前面における最大水位上昇
量を6.95ｍ（最大水位下降量－5.91m）としていました。

・その後、津波の発生をより一層厳しい条件で再評価（地震による津波では、東北地方太平洋
沖地震の知見を踏まえ、日本海東縁部において、波源域の連動を考慮したほか、川白の陸上
地すべり※による津波の同時発生を考慮）し、それぞれ12.63m（－7.82m）としました。
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津波対策（浸水対策）

・基準津波による敷地前面の最大水位上昇量12.63mに対し、泊発電所では、高さ海抜
16.5mの防潮堤・防潮壁をすでに設置しました。

・また、取水ピットなどの敷地内の開口部についても浸水対策を実施するため、12.63m
の津波が来ても、敷地が浸水することはなく、泊発電所の安全性に影響はありません。

３号機取水口
最大水位下降地点

敷地前面
最大水位上昇地点

1･2号機放水ピット

1･2号機取水ピット

3号機取水ピット

：T.P.+10m以上

：防潮堤・防潮壁
(高さT.P.+16.5m、 全長約1,250m)

：開口部の浸水対策箇所

コンクリート壁区間
（約250m）

盛土区間（約1,000m）

≪防潮堤・防潮壁の設置状況≫ ≪敷地内開口部の浸水対策箇所≫

3号機一次系
放水ピット
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津波対策（引き波対策）

・基準津波による引き波発生時においても、取水口前面に「貯留堰」を設置しており、
原子炉補機冷却海水ポンプによる海水の取水は継続可能となっています。

T.P. ０ｍ

泊発電所

貯留堰の設置
（上端高さT.P.－4.0ｍ）

原子炉補機冷却海水ポンプ※

取水可能最低水位
T.P.－7.56ｍ

基準津波による最大水位下降量
T.P.－7.82ｍ

防潮堤

貯留堰の設置イメージ（３号機）

※原子炉補器冷却海水ポンプ
非常用ディーゼル発電機の冷却などに必要な海水を供給する設備（4台設置）
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森林火災対策

・泊発電所周辺での森林火災が発電所構内に燃え広がらないよう、幅40～66ｍにわたり
樹木を伐採し、全長約2,120ｍの「防火帯」を整備しました。

発電所方向

幅20mに植生防止のため
モルタル吹き付け

全長約2,120mの防火帯（イメージ）
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竜巻対策

・日本で過去に発生した最大の竜巻（F3スケール※）を考慮し、最大風速100m／秒の
竜巻に対して重要な機器や配管が機能を失うことのないよう、「飛来物防護設備」の設置工事
を行っています。

・風速100m／秒は、F4スケール※に該当しますが、日本では、これまでF4以上の竜巻は観測
されていません。

鋼製材（135kgの衝突を想定）

原子炉補機冷却

海水ポンプ

コンクリート構造物

重要機器や配管を最大風速100m/sの

竜巻から守る飛来物防護設備を設置

※Fスケール：1971年シカゴ大学の藤田博士により考案された、竜巻などの突風により発生した被害の状況から風速を
推定する基準。F0～F5まであり、階級が高いほど風速が大きい。F3（70～92ｍ／秒）、F4（93～116ｍ／秒）。

≪飛来物防護設備の設置予定箇所≫

・原子炉補機冷却海水ポンプ

・主蒸気系統、主給水系統等の配管

および弁

など

飛来物防護設備（新設）
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ニセコ・雷電火山群
洞爺カルデラ

羊蹄山

火山対策

「日本の火山」（第3版）」に基づき作成

・泊発電所から半径160km以内の検討対象火山（審査ガイドで示されている対象範囲）に
ついて評価を行い、泊発電所の運用期間中に大規模な噴火は想定されないことから、
火砕流等が敷地に影響を及ぼす可能性は十分小さいと評価しています。

・また、上記評価とは別に影響評価が必要とされている火山灰などの降下火砕物については、
40cmの堆積を想定し、建物・設備への荷重影響、配管閉塞の影響などについて評価を
行い、安全性に影響がないことを確認しました。

・洞爺カルデラおよびニセコ・雷電火山群（羊蹄山含む）については、念のため、火山活動
状況に変化がないことを定期的に確認（モニタリング）します。

モニタリング概要

・公的機関（国土地理院、気象庁等）の観測網による

データを用いた地殻変動および地震観測

・その他、公的機関による発表情報等を収集・分析し、

活動状況に変化がないことを定期的に確認

・当社のモニタリング評価結果について、必要に応じ

て、外部専門家による助言をいただく

モニタリング対象火山
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４．泊発電所における安全対策
（２）電源確保対策、炉心(燃料)等冷却対策、

内部火災・内部溢水対策 など

・炉心(燃料)の損傷などの重大事故を防ぐためには、炉心(燃料)を冷却し続ける
ことが必要です。そのためには、冷却用の「水」、水を供給する「ポンプ」、
ポンプを動かす「電源」などの確保が必要です。

・新規制基準では、これらの設備を多重・多様化させることで重大事故の発生を
防止していくことが求められています。
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275kV 泊幹線

電源確保対策（１）

3号機

2号機

1号機

275kV 泊幹線

275kV 後志幹線

66kV 泊支線

非常用ディーゼル
発電機

蓄電池

非常用ディーゼル
発電機

蓄電池

※１・２号機の非常用ディーゼル発電機、蓄電池の構成は
３号機と同様

3号機

2号機

1号機

275kV 後志幹線

66kV 泊支線

非常用ディーゼル
発電機

蓄電池

非常用ディーゼル
発電機

蓄電池

従来 安全対策後

③蓄電池増設

※１・２号機に関しても同様の対策（①②③）を実施

④外部電源（送電線）
ルートのさらなる

多重化

①代替非常用発電機
の設置

②可搬型代替電源車
の配備

・福島第一原子力発電所事故以前においても、外部電源（送電線）ルートの多重化、
非常用ディーゼル発電機の複数台設置などの電源確保対策を実施していました。

・一層の信頼性向上の観点から、バックアップ電源の拡充、蓄電池の増設、外部電源
ルートのさらなる多重化を実施しています。
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電源確保対策（２）

④外部電源受電ルートのさらなる多重化

泊発電所１～３号機のすべてが、３系統の
送電線から受電可能
（3号機用の変電設備を設置し、２系統から
3系統に多重化）

①常設のバックアップ電源を高台に設置

外部電源や非常用ディーゼル発電機が使用
できない堲合の備えとして「代替非常用
発電機（常設）」を高台に計６台設置
（１～３号機各２台）
（中央制御室から遠隐操作が可能）

②移動可能なバックアップ電源車を高台に配備

左記①が使用丌能になった堲合の備えとして、
移動可能な「可搬型代替電源車」を高台に計８台
配備
（１～３号機共用６台、予備２台）

③蓄電池の増設

運転状態を監視するための計測器や表示盤
などの電源として使用する蓄電池を増設
（既設の２系統に１系統を追加）
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海水
余熱除去ポンプ

燃料取替用水
ピット・タンク

原子炉格納容器

格納容器スプレイポンプ

２箇所／号機
の接続口

①代替格納容器スプレイポンプ
（新設）

③代替屋外給水タンク
（新設）

既設の配管・水の流れ

新たに整備した配管・水の流れ

・従来から、事故時に格納容器上部から水をスプレイして格納容器内の冷却・減圧を行う
格納容器スプレイポンプなどを設置しています。

・既設の格納容器スプレイポンプが機能を失った堲合に備え、代替格納容器スプレイポン
プを新たに設置しました。このポンプは、原子炉に水を直接送り込むこともできます。

・さらに、各種ポンプが使用丌能となった堲合に備え、移動可能な可搬型送水ポンプ車を
配備するとともに、代替屋外給水タンクを新たに設置し、水源の確保にも努めています。

炉心(燃料)等冷却対策（１）

格納容器スプレイ

加圧器

蒸気発生器

原子炉容器
1次冷却材ポンプ

※蒸気発生器を介した冷却対策について
参考資料Ｐ60に記載

②可搬型送水ポンプ車
（新設）
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炉心(燃料)等冷却対策（２）

②ポンプ搭載車両を高台に配備

水を供給する常設の各種ポンプが使用丌能と
なった堲合に備え、移動可能な「可搬型送水
ポンプ車」を高台に計14台配備

③代替屋外給水タンクを高台に設置

泊発電所では、原水槽やろ過水タンクなど複数の
貯水設備を設置していますが、発電所内の新たな
水源として「代替屋外給水タンク」を高台に設置
（80t×5基）

①代替格納容器スプレイポンプを設置

既設の格納容器スプレイポンプが機能を失った
堲合の備えとして設置
（１～３号機各１台）
（原子炉に直接給水することも可能）
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内部火災・内部溢水対策

・原子炉施設内で火災および溢水が発生した堲合でも、安全上重要な施設の機能を保てる
よう、対策を講じています。

ほう酸ポンプＡ ほう酸ポンプＢ

5.7 ｍ

耐火壁
火災感知器

自動消火設備

ほう酸ポンプＡ ほう酸ポンプＢ

○火災発生防止対策
安全上重要な機器などには丌燃性または難燃性
材料を使用

○火災の早期感知、消火対策
自動消火設備および火災感知器を追加設置

○火災の影響軽減対策
同時に火災の影響を受けないよう耐火壁を設置

○内部溢水対策
建屋内に設置されたタンクや配管からの水漏れ
等を想定し、重要な設備が浸水の影響を受け
ないよう、水密扉、止水板などを設置

止水板の設置状況

水密扉の設置状況

いっすい
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原子炉格納容器内水素対策

①静的触媒式水素再結合装置

電気を使わずに水素を酸素と結合させて水素を

取り除く「静的触媒式水素再結合装置」を設置

（１～３号機各５台）

②イグナイタ（電気式水素燃焼装置）

水素をヒーターで加熱し、燃焼させる電気式

水素燃焼装置「イグナイタ」を設置

（1，2号機各12台、３号機13台）

・福島第一原子力発電所では、炉心(燃料)損傷によって発生した水素が原子炉建屋内に漏れ
出し、水素爆発が起こりました。

・この事故を受け、水素爆発を防ぐための設備を原子炉格納容器内に設置しています。
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放射性物質の環境への拡散抑制対策

①放水砲

原子炉格納容器が破損した堲合に、格納容器の破損箇所
に高圧の水を直接噴射し、放射性物質の大気中への拡散
を抑制するための「放水砲」を配備
（1～3号機共用2台、予備1台）

放水砲を使用し、落下させた放射性物質は、放射性物質
を除去する吸着剤を設置した排水設備から排水されます

②シルトフェンス

前面海域への放射性物質の拡散を抑制するために

「シルトフェンス」（海中カーテン）を配備

シルトフェンス

放水砲による放水（訓練時）

放水砲

原子炉建屋

原子炉
格納容器放水砲可搬型

送水ポンプ車
シルト

フェンス

・重大事故の発生・進展を防止し、原子炉格納容器の健全性を確保する対策を講じました
が、それでもなお、格納容器が破損した堲合の放射性物質の拡散抑制のため、以下の
対策を講じています。
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重大事故等発生時の対応（１） （緊急時対策所、対応体制）

○重大事故の対策拠点（緊急時対策所）を整備

重大事故が起こっても円滑に対処できるよう、

１～３号機共用の「緊急時対策所」（４棟で

構成）を高台に設置し、訓練等での使用を開始

○重大事故等発生時の体制強化

勤務時間外や休日（夜間）に、3号機で万一の重大事故等が発生した堲合でも、速やかに
対応できるよう、発電所内に、常時４１名の要員を確保

※ＳＡＴ：重大事故等対応を専門に行うシビアアクシデントチーム

初動対応要員以外の発電所災害対策要員（約500名）についても、速やかな発電所への
参集が可能となるよう、発電所への複数のアクセスルートの確保、積雪等の悪天候時の
参集訓練などを実施（P42参照）

要員区分 主な役割 人数

初動対応要員
（常駐）

運転員 発電所の運転操作 6名

災害対策要員 等
（協力伒社含む）

指揮、通報、運転支援
給電・給水等（ＳＡＴ※）

瓦礫撤去 等
３５名

空調建屋
（放射性物質を含む外気を室内へ侵入させないための設備を設置）

指揮所
（事故対応を行う際の対策本部）

待機所
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重大事故等発生時の対応（２） （放射線量測定）

・重大事故が発生した堲合には、放射線量の状況を踏まえて、適切に事故対応を行う必要
があることから、敷地内の放射線量を測定するための常設モニタリング設備（8箇所）に
加えて、発電所の海側など4箇所に「可搬型モニタリングポスト」を設置することにより、
原子炉建屋を囲む合計12箇所の放射線量を監視・測定します。

・なお、「可搬型モニタリングポスト」は、常設モニタリング設備が使用丌能となった
堲合に代替して測定するため、13台（予備含む）を保有しています。

モニタリングポスト・モニタリングステーションの配置図

可搬型モニタリングポストの設置訓練
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主な安全対策設備の配置イメージ

竜巻対策

飛来物防護設備(新設)

水密扉

防潮堤(高さ海抜16.5m)

防火帯

水素爆発を
防ぐ装置

緊急時対策所

放水砲

常設のバック
アップ電源

移動可能なバックアップ
電源車

外部電源の受電ルートを多重化

移動可能なポンプ車

代替格納容器
スプレイポンプ

代替屋外
給水タンク

新
設
ポ
ン
プ

（
蒸
気
発
生
器
直
接

給
水
用
高
圧
ポ
ン
プ
）

既
存
ポ
ン
プ

高台
海抜31m以上

敷地
海抜10m

原子炉格納容器

蒸気発生器
制御棒

燃料

原子炉

既
存
ポ
ン
プ
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教育・訓練による重大事故等対応能力の一層の充実強化（１）

・泊発電所では、福島第一原子力発電所の事故を受け、多重・多様な安全対策を講じて
いますが、「それでも事故は起こりうる」「安全を守るのは人」との考えに立ち、平時
から実践的な訓練を継続して実施しています。

・福島第一原子力発電所の事故以降、本店を含めた総合防災訓練や泊発電所における個別
項目（代替給水・給電など）に係る訓練など延べ3,000回（平成28年３月末時点）を
超える訓練を実施しています。

本
店

泊
発
電
所

総合防災訓練
原子力災害対策本部設置訓練

緊急時通報・連絡訓練

代替給水訓練
（可搬型のポンプ車を使った

原子炉への送水訓練）
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教育・訓練による重大事故等対応能力の一層の充実強化（２）

・泊発電所においては、事故の状況に応じた多種多様な安全対策設備を有効に使用するため
の手順書を整備しています。訓練においては、整備した手順書の実効性の確認や、新たに
設置した安全対策設備に対する対応要員の習熟度の向上を目的としています。

・また、訓練を通じて発見された課題を手順書の改善に反映し、さらに訓練を継続していく
ことで、事故対応能力の一層の向上に努めています。

代替給電訓練
（可搬型代替電源車の起動、

受電設備への接続訓練）

運転訓練シミュレータを
使用した事故時操作訓練
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冬季の重大事故等対応能力の一層の充実強化

参集訓練
（厳冬期・夜間等の

条件でも訓練を実施）

・泊発電所は、他の原子力発電所に比べて、積雪・寒冷など特有の気象条件があることから、
冬季の過酷な条件下でも適切な事故対応が可能となるよう、除雪作業用重機を配備すると
ともに、発電所への参集訓練を継続的に実施しています。

○冬期間の除雪作業用重機を配備
（がれき撤去作業の習熟にも有効）

○冬季においても迅速な参集が可能となるよう、
雪上でも走行可能なクローラ車を配備

○夜間、吹雪などの悪天候下における重大事故等
の発生を想定し、発電所への参集訓練を実施

山側ルート

海側ルート

アクセスルート（宮丘地区～構内）（約2.5km圏内）

泊
発
電
所

新設緊急時対策所
T.P.39m

寮・社宅

宮丘地区
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５．さらなる安全性の向上を目指して
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さらなる安全性の向上を目指した取組み

・当社は、「経営方針」の中で、原子力事故リスクを経営リスクの一番目に掲げ、「原子力
事故リスクの発現防止」「万一事故リスクが発現した堲合の影響低減」に全社をあげて
取り組んでいます。

・新規制基準適合性対策はもとより、自主的な安全対策の実施、外部機関による提言を
踏まえた「安全性向上計画」の策定・着実な実施など、様々な取組みを積み重ねる
ことでリスク低減および安全性の向上に努めていきます。

※新規制基準施行前から自主的な安全対策を随時実施

福島第一原子力
発電所事故発生
（平成23年3月）

③総合管理事務所の
耐震補強
（平成28年1月完了）

機器の故障等
の防止を中心

とした対策

当社は、毎年度、外部機関
(JANSI ・ WANO 等 ) に よ る
評価・提言を活用しながら、
自主的な「安全性向上計画」
を策定しており、その計画に
基づき、リスク低減および
安全性の向上に継続的に取り
組んでいきます

○防潮堤の高さ（16.5m）決定 （平成24年5月）

防潮堤完成（平成26年12月）

①建屋入口へ水密扉を設置
（平成23年10月完了）

福島第一原子力
発電所事故後の
緊急安全対策
（平成23年5月）

新規制基準
適合性対策

（平成25年7月）

②蒸気発生器直接給水用高圧ポンプの設置
（1･2号機：平成24年11月完了）

（ 3号機：平成25年10月完了）
リ
ス
ク
の
低
減

安
全
性
の
向
上
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自主的な安全対策

①水密扉を設置
万一、津波が敷地に侵入したとしても建屋が
浸水しないよう、建屋入口に「水密扉」を設置

③総合管理事務所の耐震補強
緊急時の迅速な対応が可能となるよう、社員が勤務する
総合管理事務所の耐震補強を実施

・当社は、福島第一原子力発電所事故を踏まえ、以下のような自主的な安全対策を実施し、
泊発電所の更なる安全性向上に努めています。

タービン動補助給水ポンプ

②蒸気発生器直接給水用高圧ポンプの設置
蒸気発生器を介して炉心（燃料）冷却するため
の既設の電動補助給水ポンプやタービン動補助
給水ポンプが使用丌能となった堲合の備え
として設置（1･2号機各2台、3号機1台）

電動補助給水ポンプ

原子炉格納容器
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外部機関を活用した評価と改善

・泊発電所では、従来からJANSI※1やWANO※2といった外部機関による評価・提言等を
受けており、今後も積極的にこれらの評価・提言等を取り入れていくことで、さらなる
安全性向上を目指していきます。

・NRRC※3の研究活動へ参画し、確率論的リスク評価※4の高度化研究等の成果を積極的に
取り入れていきます。

・メーカーや海外電力などとの情報交換等により、安全性向上計画につながる知見を収集し、
活用していきます。

・他発電所（海
外含む）との
情報交換等

・ピアレビュー※5による
発電所等の評価と提言・
支援

・リスク情報活用に
基づく改善提案

・研究成果の確認、
活用促進（ＪＡＮＳＩ
と連携協力）

泊発電所の
更なる

安全性向上

※1 ＪＡＮＳＩ ：原子力安全推進協会

※2 ＷＡＮＯ ：世界原子力発電事業者協会

※3 ＮＲＲＣ ：原子力リスク研究センター

※4 確率論的リスク評価：施設を構成する機器・
系統等を対象として、発生する可能性が
ある事象（事故・故障）を網羅的・系統的
に分析・評価したうえで、重大事故に至る
過程を網羅的に抽出し、それぞれの発生
頻度と、万一それらが発生した場合の被害
の大きさを定量的に評価する方法のこと

※5 ピアレビュー：専門的・技術的な共通の知識
を有する者によって行われる評価や審査
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リスク低減に向けたたゆまぬ取組み

・当社は、安全性向上計画に基づき、継続的にリスク低減対策を検討・実施していきます。

・各種安全対策によりリスクの低減を図っても、原子力発電所の安全性向上の追求に終わり
はありません。

・福島第一原子力発電所のような事故を決して起こさないという強い決意のもと、泊発電所
の安全性向上のあくなき追求に今後とも取り組んでまいります。

・事象の発生頻度
・発電所への影響評価

弱点の抽出

その他対策検討

弱点の抽出

ＰＤＣＡ※

反映

反映

新知見情報の
収集・評価

確率論的リスク評価※ 自然現象等の分類・整理

残ったリスクを明確化し、継続的に

リスク低減対策を検討・実施する。

※ＰＤＣＡ：
Plan（計画）⇒Do（実行）⇒Check（評価）⇒Action（改善）
の４つのステップをひとつのプロセスとして捉え、組織を
運営していくことで、継続的な改善を図るもの

（参考）安全性向上計画の検討フロー

※P46注釈参考

【ソフト面】
･設計想定を超える
事象に対しても事
故の拡大防止･影
響緩和ができるか
との観点から手順
書見直しの要否を
継続的に検討

【ハード面】
･新知見等を踏まえ、
事象の発生頻度
や発電所への影
響に関する評価を
行い、さらなる安
全 対 策 の 要 否 を
継続的に検討

【ソフト面】
･教育訓練による手
順書見直し、力量
の維持･向上を継
続的に実施

【ハード面】
･その他のリスクに
対し、さらなる安全
対 策 の 要 否 を 継
続的に検討

【ハード面】
･建屋や機器の特
性に応じたきめ細
や か な 確 率 論的
リスク評価を実施
し、更なる安全対
策 の 要 否 を 継 続
的に検討

【ソフト面】
･その他のリスクに
対し、事故の拡大
防止･影響緩和が
できるかとの観点
から手順書見直し
の要否を継続的に
検討
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余 白
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【参考資料】

地震関係：Ｐ50～Ｐ59
安全対策関係：P60
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地震関係①（用語の解説）

≪加速度≫
・地震による地盤や建物等の揺れの大きさを表す指標で、値が大きいほど揺れが激しいことを
示します。

・原子力発電所の耐震設計にあたっては、加速度を用います。
・単位は、ガルで、１ガル＝１ｃｍ／秒２（１センチメートル毎秒毎秒と読む）。
・１ガルは、１秒間に速さが秒速１ｃｍ変化することを意味します。

≪加速度のイメージ≫

・一定の速度で走っていれば、加速度はゼロですが、
急加速でアクセルを強く踏み込めば、体がシートに
押し付けられる感じがします。

・そのときに感じる加速の度合いを「加速度」といい
ます。

・反対に、急ブレーキをかけたときも速度の
変化（減少）があるので、加速度がかかります。
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地震関係②（マグニチュード、震度、加速度）

マグニチュードは地震
そのものの大きさをあら
わします。

震度は、ある場所での地震による揺れの強さをあらわします。
マグニチュードが大きくても、震源から遠いところでは、震度
は小さくなります。
震度は機械により観測（計測震度）され、加速度の大きさ、
揺れの周期や継続時間が考慮されます。
このため、最大加速度が大きい場所が震度も大きくなるとは
限りません。

出典：地震調査研究推進本部
「地震がわかる！Ｑ＆Ａ」より抜粋
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地震関係③（参考：震度、加速度）

旧震度階
河角式による
対応加速度

（ガル）

０ 0.8以下

１ 0.8～2.5

２ 2.5～8.0

３ 8.0～25

４ 25～80

５ 80～250

６ 250～400

７ 400※ 以上

震度階級（H8.4～）

震度階 計測震度 揺れの状況（H21.3改定）

０ 0.5未満 人は揺れを感じないが、地震計には記録される。

１ 0.5以上1.5未満
屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる
人がいる。

２ 1.5以上2.5未満 屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる。

３ 2.5以上3.5未満 屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。

４ 3.5以上4.5未満
ほとんどの人が驚く。
電灯などのつり下げ物は大きく揺れる。

５弱 4.5以上5.0未満
大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。棚に
ある食器類、書棚の本が落ちることがある。

５強 5.0以上5.5未満
物につかまらないと歩くことが難しい。棚にある食器類や書
棚の本で、落ちるものが多くなる。

６弱 5.5以上6.0未満
立っていることが困難になる。固定していない家具の大半が
移動し、倒れるものもある｡

６強 6.0以上6.5未満
立っていることができず、はわないと動くことができない。固
定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くな
る。

７ 6.5以上
固定していない家具のほとんどが移動したり倒れたりし、飛
ぶこともある｡

出典：気象庁震度階級解説（平成21年3月）より抜粋

出典：気象庁験震時報第52巻
（昭和63年度）
「震度の計測化」より引用

※400ガル以上は気象庁が設定した値
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地震関係④（震源を特定して策定する地震動【詳細】）

断層の名称
断層長さ

（ｋｍ）

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ

Ｍ

震央距離

Δ （ｋｍ）

①神威海脚西側の断層 31.5 7.3 48

②ＦＤ－１断層～③岩内堆北方の断層 39 7.5 51

④ＦＳ－１０断層～⑤岩内堆東撓曲～
⑥岩内堆南方背斜 98 8.2 42

⑦ＦＳ－１２断層 6.7 6.2 34

⑧寿都海底谷の断層 42 7.5 47

⑨神恵内堆の断層群 － － 34

⑫ＦＡ－２断層 65 7.9 81

⑬ＦＢ－２断層 101 8.2 85

⑭ＦＢ－３断層 45 7.6 99

⑮ＦＣ－１断層 27 7.2 59

⑯赤井川断層 5 6.0 23

⑰尻別川断層 16 6.8 22

⑱目名付近の断層 5 6.0 31

⑲黒松内低地帯の断層 51 7.7 58

※：赤字は、敷地に震度５程度以上の影響を及ぼすおそれのある活断層
緑の網掛けは、基準地震動として選定した地震の揺れ

・ 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」として、敷地周辺の地質等に関する詳細な
調査を実施したうえで、発電所周辺に存在する活断層による揺れの大きさを評価しています。

・揺れの評価にあたっては、自然現象の丌確かさを考慮し、評価にあたっての各条件（断層
の傾斜角、応力降下量、破壊の伝播速度など）を厳しく設定するなどしています。

≪敷地周辺の主な活断層分布≫ ≪敷地周辺の主な活断層≫

⑫
②

④
⑭ ①

⑮

⑨

⑦⑧

⑥

⑬

⑲

⑪

⑩

泊発電所 ⑯

⑱

⑰

⑤
③
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地震関係⑤（地震発生のメカニズム）

出典：気象庁ＨＰ

・各種調査によって、
震源の位置や規模が
特定できる地震に加
え、現在の知見では
どんなに調査を尽く
しても、事前に震源
の位置や規模の特定
が困難なものがある
ことを踏まえ、「震
源を特定せず策定す
る地震動」を考慮し
ている。

・各種調査によって、
震源の位置や規模が
特定できる地震（敷地
ごとに震源を特定して
策定する地震動）
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地震関係⑥（震源を特定せず策定する地震動【詳細】）

【岩手・宮城内陸地震について】

・泊発電所の敷地近傍・周辺の状況は、岩手・
宮城内陸地震の震源域と同様な条件の地域で
はないと判断されるものの、さらなる安全性の
観点から、岩手・宮城内陸地震を基準地震動
の検討対象とした。

・震源近傍の観測記録の評価を行い、３地点
（栗駒ダム・金ヶ崎・一関東［水平］）の地震動に
ついて、基準地震動として考慮。

【Mw6.5未満の地震について】

・検討の結果「（No.13）2004年北海道留萌支庁
南部地震」の基盤における地震動（609ガル）を
620ガルに基準化した地震動として考慮

≪当社の評価結果≫

・基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイドに示す16地震のうちMw※6.5以上の２地震
（№１･２）については、発電所周辺の地形や地質と比べて共通する点があれば考慮すべき
こととされており、泊発電所は岩手・宮城内陸地震（№1）を検討対象としています。

・Ｍｗ6.5未満の14地震（№3～16）については、全国どこでも起きうるものとして考慮が
必要とされており、当社では、留萌支庁南部地震（№13）を検討対象としています。

出典：原子力規制委員伒「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」

※Ｍｗ（モーメントマグニチュード）：岩盤のずれの規模をもとにして
計算したマグニチュードのこと。普通のマグニチュード（M）は地震
計で観測される波の振幅から計算されるが、規模の大きな地震に
なると岩盤のずれの規模を正確に表せない。Ｍｗの値を求めるに
は高性能の地震計のデータを使った複雑な計算が必要なため、地
震発生直後迅速に計算することは困難なため、地震発生後直ちに

発表される地震規模は普通のマグニチュード（Ｍ）。
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地震関係⑦（積丹半島西岸の海岸地形）

積丹半島西岸部の海岸地形の例（泊村照岸付近）

波食棚海面付近より標高の高い地形

ランパート

ランパート ランプ

海岸地形の概念図波食棚
海食崖基部から、沖へ拡がる平坦面。

ランプ
海食崖基部
の緩斜面。

ランパート
波食棚の外縁で堤防状にわず
かに高くなっている部分。

積丹半島

検討範囲

泊発電所

海食崖

海面付近
（標高±1m程度）

・国（原子力規制委員伒）から、積丹半島西岸の海岸地形に関して、「海岸地形が海面
より高いところがあり、地震性の隆起を否定できない」との指摘がありました。

・当社の見解として以下の内容を審査伒合でご説明しています。
指摘の地形は、地震性の隆起ではなく、波の浸食により形成されたもの
陸上・海底の地質調査の結果から、泊発電所の敷地および敷地近傍を含む積丹半島

西岸には、震源として考慮すべき活構造（活断層）は認められない
・当社見解について、概ね了解を頂いていますが、平成28年7月1日の現地調査で頂いた

コメントに対し、速やかにご説明するよう対応中です。
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地震関係⑧（耐震設計の考え方）

・各設備の耐震性を評価するにあたっては、選定した基準地震動による揺れが各設備にどの
ような揺れを生じさせるかを評価する必要があり、地震による周期ごとの揺れを表した
ものを「応答スペクトル図」と呼んでいます。

・例えば、2004年留萌支庁南部地震では、地震そのものの揺れによる最大加速度は、620
ガルです。

・一方、各設備は、その形状などに応じてそれぞれ特定の揺れやすい周期（固有周期）を
持っていることから、一口に2004年留萌支庁南部地震の揺れといっても、全ての設備が
一律に620ガルの揺れを受けるわけではありません。仮に、周期0.02秒に固有周期を
持つ設備がある堲合には、620ガルの揺れ、周期0.4秒に固有周期を持つ設備では
約1,700ガルの揺れとなるなど、同じ地震でも周期によって揺れ方は異なります。

（固有周期の例：低い建物は短い周期の揺れ（短周期）の影響を受けやすく、高層ビル
などの高い建物では、長いゆっくりした揺れ（長周期）の影響を受けやすいなど）

・また、2008年岩手・宮城内陸地震（金ヶ崎）では、周期0.02秒では留萌の地震の加速度
を下回りますが、3秒以上の長周期では約300ガルとなり、留萌の地震を上回るなど、
地震それぞれに揺れの特性があります。

・そのため、原子力発電所の耐震設計においては、各設備の固有周期の揺れを特に考慮する
必要があります。（周期ごとに最も高い加速度に耐えられるよう設計する必要がある）
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実線：南北方向、ダム軸方向
破線：東西方向、ダム上下流方向

≪応答スペクトル図≫

地震関係⑨（応答スペクトル図の見方）

0.02

短周期 長周期

短くカタカタ
揺れる

ゆっくり
ゆさゆさ揺れる

基準地震動

①平成25年7月申請時の基準地震動

②2004年北海道留萌支庁南部地震

③2008年岩手・宮城内陸地震（栗駒ダム）

④2008年岩手・宮城内陸地震（金ヶ崎）

⑤2008年岩手・宮城内陸地震（一関東）

⑥尻別川断層による地震

⑦Fs10-断層～岩内堆東撓曲～岩内堆南方背斜による地震1

⑧Fs10-断層～岩内堆東撓曲～岩内堆南方背斜による地震2

⑨Fs10-断層～岩内堆東撓曲～岩内堆南方背斜による地震3

0.4

各基準地震動に対して、周期ごとにどの
程度の揺れを示すかを表した図

加
速
度
（ガ
ル
）

（ｈ＝0.05）

ｈ＝減衰
・機器の材質や形状により、空気抵抗や摩擦力が
生じ、揺れが時間とともに徐々に小さくなること

・ｈ＝0.05は構造物の評価において一般的に使用
される値

（留萌）
周期0.02秒
620ガル

（留萌）
周期0.4秒

約1,700ガル

【岩手宮城（金ヶ崎）】
周期0.02秒
430ガル

【岩手宮城（金ヶ崎）】
周期3秒

約300ガル

3
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地震関係⑩（設備の耐震重要度分類）

・原子力発電所の耐震設計においては、放射性物質の放出を防ぐ機能を有した設備、
原子炉を安全に停止させるための設備、冷却状態を維持するための設備など、その重要度
に応じて、建物・構造物および機器配管系をＳ、Ｂ、Ｃクラスに分類して、それぞれに
対応した耐震性の確保が求められています。

原子炉施設の耐震重要度分類

分類 主な機器・建屋 必要な耐震性

Ｓクラス ・原子炉容器、原子炉格納容器、制御棒、
非常用ディーゼル発電機など

（ 止 め る ・ 冷 や す・ 閉 じ 込 め る 機能 を 有 す る
設備）

・上記が設置されている建屋
（原子炉建屋など）

・基準地震動に対して安全機能を保持でき
ること

・建築基準法で規定される地震力の3.0倍※

Ｂクラス ・廃棄物処理設備 など
（機能喪失した場合の影響がＳクラス設備と

比べ小さい設備）

・上記が設置されている建屋

・建築基準法で規定される地震力の1.5倍※

Ｃクラス ・タービン設備、発電機 など
（一般産業施設又は公共施設と同等の安全性

が要求される設備）

・上記が設置されている建屋

・建築基準法で規定される地震力の1.0倍※

※機器・配管はさらに２割増し
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安全対策関係（非常電源等が機能しない場合の炉心（燃料）等の冷却）

・加圧水型である泊発電所は、従来から、蒸気発生器を介した冷却対策として、「電動補助
給水ポンプ」のほか、万一外部からの電力供給が途絶え、非常用ディーゼル発電機や海水
ポンプが機能を失った堲合でも、蒸気発生器で発生する蒸気の力で駆動し、炉心の熱を
冷却することができる「タービン動補助給水ポンプ」を備えています。

・さらに、電動補助給水ポンプやタービン動補助給水ポンプが使用丌能となった堲合に備え、
新たに「蒸気発生器直接給水用高圧ポンプ」を設置しました。

原子炉内を流れる水（１次系）とは別の
系統（２次系）の蒸気を少しずつ大気に放出


